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は じ め に 

 
感染症発生動向調査事業は、感染症の発生状況に関する情報を迅速に収集し、解析・評価を

加え、その結果を速やかに関係者や市民に還元することによって、感染症対策に役立てることを

目的としています。 
 

横浜市では、1978 年に、本市独自の感染症サーベイランス事業を開始しました。その後、 

1981 年に全国レベルで国の事業として開始され、1999 年の｢感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律｣(以下、感染症法)の施行に伴い、感染症発生動向調査が法の下に位

置付けられました。以降も感染症法の改正が実施され、感染症の分類や届出対象疾患などが追

加・変更されています。 
 

2023 年 5 月 8 日には、感染症法における新型コロナウイルス感染症の分類が、新型インフルエ

ンザ等感染症から五類感染症に移行されました。世界保健機関（WHO）も同年 5 月 5 日に、2020

年 1 月の宣言「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を終了すると発表し、区切りがつい

た形となりました。 

国内の新規患者報告数は五類移行に伴い、毎日の公表（全数報告）から週 1回の公表（定点報

告）に変更されました。患者報告数は定点把握対象への移行直後から増加傾向が続き、2023 年

夏季に流行（いわゆる第 9 波）が発生しました。一方、重症者数・新規入院者数は、医療機関等情

報支援システム(G-MIS)を利用した調査が一定期間継続された後、9月25日から基幹病院定点の

報告を基にした、週 1 回の公表に変更されました。 

新型コロナウイルス感染症以外にも、劇症型溶血性レンサ球菌感染症の増加、梅毒・ヘルパン

ギーナ・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の流行、インフルエンザの早期流行入りなど、

動向に注意を要する感染症が前年より多くみられました。 

2023 年の横浜市感染症発生状況は、新型コロナウイルス感染症の流行が発生した他、1999 年

4 月以降の調査では前例がない規模の咽頭結膜熱の流行や、インフルエンザがシーズン当初（9

月）から流行期入りの目安（定点当たり1.00）を超えるなど、全国と同様に、例年と大きく異なった動

向がみられました。 
 

この度、2023 年（1 月～12 月）の情報をまとめ、『横浜市感染症発生動向調査事業概要』を作成

しました。感染症対策の参考資料として御活用いただければ幸甚に存じます。 

最後に、本事業の推進にあたり御協力いただいた一般社団法人横浜市医師会、定点医療機関

をはじめ各機関の皆様、また本事業概要の発行に御尽力いただいた感染症発生動向調査委員

会の先生方、横浜市医療局職員の方々に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも一層の御理解と

御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

2024 年 12 月 

横浜市感染症発生動向調査委員会 

委員長 吉村 幸浩 
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